
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成16年12月24日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 4号

規
　
則

◯
秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
一
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
二
・
環
境
政
策
課
）
…
…
…
１

◯
天
災
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
に
対
す
る
経
営
資
金
及
び
事
業
資
金
に
係
る
利
子
補
給
費
及

び
損
失
補
償
費
補
助
金
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
三
・
流
通
経
済
課
）
…
…
…
１

◯
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
四
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
２

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
七
十
一
号

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
障
害
福
祉
課
の
項
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六

号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
一
条
第
一
項
労
働
政
策
課
の
項
第
二
十
号
中
「
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
労
働
委
員
会
」
に

改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
の
表
秋
田
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
項
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を

「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
秋
田
県
障
害
者
計
画
に
関
し
同
法
第
九

条
第
五
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
事
項
の
処
理
、
」
を

加
え
る
。

第
十
五
条
の
四
第
三
項
の
表
秋
田
県
秋
田
地
域
振
興
局
岩
見
ダ
ム
管
理
事
務
所
の
項
中
「
河
辺
郡

河
辺
町
三
内
」
を
「
秋
田
市
河
辺
三
内
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
表
秋
田
県
秋
田
福
祉
事
務
所
の
項
中
「
河
辺
郡
」
を
削
る
。

第
六
十
九
条
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
六
条
の
表
中
「
河
辺
郡
雄
和
町
相
川
」
を
「
秋
田
市
雄
和
相
川
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
一
条
の
表
中
「
河
辺
郡
河
辺
町
戸
島
」
を
「
秋
田
市
河
辺
戸
島
」
に
改
め
る
。

第
二
百
四
十
一
条
の
表
秋
田
県
秋
田
空
港
管
理
事
務
所
の
項
中
「
河
辺
郡
雄
和
町
椿
川
」
を
「
秋

田
市
雄
和
椿
川
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
及
び
第
六
十
九

条
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
十
一
条
の
改
正
規
定
は
同
月
一
日
か
ら
、
第
七
条
の
改
正
規

定
は
同
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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秋
田
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
七
十
二
号

秋
田
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
「
秋
田
市
」
の
下
に
「
（
河
辺
及
び
雄
和
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
船
越
船
越
、

脇
本
脇
本
、
脇
本
富
永
、
脇
本
田
谷
沢
、
脇
本
浦
田
、
脇
本
　
沢
、
脇
本
百
川
、
船
川
港
船
川
、
船

川
港
比
詰
、
船
川
港
仁
井
山
、
船
川
港
南
平
沢
、
船
川
港
増
川
、
船
川
港
女
川
、
船
川
港
台
島
、
船

川
港
双
六
、
船
川
港
小
浜
、
船
川
港
本
山
門
前
、
船
川
港
金
川
及
び
船
川
港
椿
」
を
「
船
越
、
脇
本

及
び
船
川
港
」
に
、
「
南
秋
田
郡
昭
和
町
、
同
郡
飯
田
川
町
、
同
郡
天
王
町
及
び
同
郡
井
川
町
」
を

「
潟
上
市
及
び
南
秋
田
郡
井
川
町
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
南
秋
田
郡
昭
和
町
、
同

郡
飯
田
川
町
、
同
郡
天
王
町
及
び
同
郡
井
川
町
」
を
「
潟
上
市
及
び
南
秋
田
郡
井
川
町
」
に
改
め
る

部
分
は
、
同
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
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天
災
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
に
対
す
る
経
営
資
金
及
び
事
業
資
金
に
係
る
利
子
補
給
費
及
び
損

失
補
償
費
補
助
金
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ



秋
田
県
規
則
第
七
十
三
号

天
災
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
に
対
す
る
経
営
資
金
及
び
事
業
資
金
に
係
る
利
子
補
給
費
及

び
損
失
補
償
費
補
助
金
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

天
災
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
に
対
す
る
経
営
資
金
及
び
事
業
資
金
に
係
る
利
子
補
給
費
及
び
損

失
補
償
費
補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
中
「
平
成
三
年
九
月
十
二
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
及
び
豪
雨
に
つ
い
て
の
天

災
」
を
「
平
成
十
五
年
五
月
中
旬
か
ら
九
月
上
旬
ま
で
の
間
の
低
温
及
び
日
照
不
足
に
つ
い
て
の
天

災
」
に
、
「
年
四
・
〇
八
三
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
一
・
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
、
「
年
二
・

二
一
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
及
び
「
年
一
・
四
六
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
」

に
、
「
平
成
三
年
七
月
中
旬
か
ら
八
月
中
旬
ま
で
の
間
の
低
温
に
つ
い
て
の
天
災
」
を
「
平
成
十
六

年
八
月
十
七
日
か
ら
九
月
八
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
、
暴
風
雨
及
び
高
潮
に
つ
い
て
の
天
災
」
に
、

「
年
三
・
八
七
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
一
・
八
五
六
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
、
「
年
二
・
〇
二

五
パ
ー
セ
ン
ト
」
及
び
「
年
一
・
二
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
一
・
六
八
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に

改
め
る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
七
十
四
号

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

「

別
表
（二）
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
削
り
、
同
表
（三）
項
中

」

「

平成16年12月24日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 4号

「

を
削
り
、
同
表
（四）
項
中

」

を
削
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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河
　
辺
　
町

雄
　
和
　
町

（三）
項
及
び
（四）
項
に
掲
げ
る
地
域
を

除
く
地
域
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掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域
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河
　
辺
　
町

岩
見
の
う
ち
字
新
川
、
字
鵜
養
、

字
東
、
字
杉
沢
、
字
萱
森

雄
　
和
　
町

岩
見
の
う
ち
字
新
川
、
字
鵜
養
、

字
東
、
字
杉
沢
、
字
萱
森

山
内
の
う
ち
字
上
三
内
、
字
砂
子

渕
、
字
三
内
川

神
ケ
村
、
新
波
、
向
野
、
萱
ケ
沢
、

碇
田

町

国
有
林
地
域

河
　
辺


